
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①右のＱＲコードから」

病児保育ネット予約

システムにアクセス

のうえ、アカウントを

作成ください。

②「施設をさがす」を選択し、「病児保育室ひまわ

り」 （https://azkl.jp/facilities/2093 ）を 検索

し、利用登録を完了させてください。

③ご予約の際は「病児保育室ひまわり」から「予約

する」を選択し、利用予定日、利用されるお子さ

んの情報や、症状などを入力してください。

子どもが病気で集団保育に行けない… 

仕事を休めない… 

自宅で子どもを看てくれる人がいない… 
 

京丹波町子育て支援課 
TEL ０７７１－８２－１３９４

病児保育ネット予約システム

病気やケガのためにこども園などの 
利用ができない時

 

 
病児保育ネット予約システムに事

前登録

病児保育ネット予約システム

で空き状況の確認、利用予約 

お迎え・利用料の支払い 
ご都合がつき次第、随時お迎

えをお願いいたします。 
（最長、午後 5 時 30 分まで）

受入・保育開始

基本的な利用の流れ

（予約受付：前日午後４時～当日午前 10 時） 

 

 

 

京都中部総合医療センター受診 

医師による利用可否の判断

病児保育ネット予約システム

から「予約確定」の通知

（当日午前７時～８時。定員超過などに 
より、ご利用できない場合があります。） 

※令和 8 年 4 月から、病児保育ネット予約シ

ステムの名称が「あずかるこちゃん」から

「テオテ」に変わります。サービス内容に

変更はありません。

①右のＱＲコードから」病児保育ネット予約シ

ステムにアクセスのうえ、アカウントを作成

ください。



                                                                                   

※定員に空きがある場合は、当日午前 8 時以降

も受け付けます。予約システム入力後にお電

話（０７７１－２１－８２９９）にてご連絡ください。 

予約受付時間 

前日午後４時～当日午前 10 時 

★ご利用の際は、病児保育ネット予約システムで事

前にアカウント登録のうえ、利用申し込みをしてく

ださい。 
★当日の午前７時～８時に、申し込み順に病児保育

ネット予約システムから「予約確定」もしくは「利

用不可」を通知します。

 

 

受診時に必要なもの（初回のみ） 
健康保険証 
子育て支援医療費などの受給者証 
京都中部総合医療センター診察券（お持ち

の方） 
母子健康手帳 
お薬手帳 

 
病児保育利用時に必要なもの 
書類関係 
①病児保育室「ひまわり」利用申込書 

　　（利用時に記入も可能です） 
②病児保育事業診察医連絡票 

　　（受診時に受け取ってください） 
 

食事関係 
昼食（予約されていない方、利用初日の方） 
おやつ（食べ慣れているものがあれば） 
好きな飲み物 

 
その他 
着替え用の衣服、オムツ 
おしりふき（多めにご準備をお願い 
いたします。） 
ビニール袋（汚れ物入れ）２～３枚 
バスタオル 
タオル 
おもちゃ（お気に入りのものがあれば） 
処方された薬

利用料金

1 日：2,500 円 

半日（5 時間以内）：1,500 円 

※昼食代は別途 300 円が必要です。おやつ代は

利用料金に含まれています。 

※生活保護受給世帯に減免措置があります。

持ち物

京都中部総合医療センター内　本館南側 
（京都府南丹市八木町八木上野 25 番地）　 
TEL ０７７１－２１－８２９９（直通）

保育場所

麻疹、水ぼうそう、流行性角結膜炎、ウイルス性腸炎、

インフルエンザ、RS ウイルス、COVID－19（新型コロ

ナウイルス感染症）など感染力の強い病気や高熱があ

る場合、下痢・嘔吐がひどいなど、全身状態が悪く診察

医が不可と判断した場合はお預かりできません。 

月曜日～金曜日：午前 8 時から午後 5 時 30 分 

（祝日・年末年始 12 月 29 日～１月 3 日はお休みです。） 
※初回は、看護師による問診（午前８時３０分以降に電

話連絡）と、医師による診察があります（１２時前後ま

でかかる場合があります）。診察終了まで保護者の付

き添いが必要です。

利用時間

お子さんが病気やけがでこども園に通えな

いときに、保護者が仕事を休めない場合、

病児保育室で一時的にお預かりします。 

 

ご予約・お問い合わせ

ご利用できない場合

以下の①～③全てを満たすお子さんが対象です。

①京丹波町内に住所を有する生後 10 ヶ月から小学校

入学までのお子さん（ただし、「子どものための教

育・保育給付認定」を受けている必要があります。） 
②病気やケガなどのために集団保育などが困難なお

子さん 
③保護者の勤務などの都合により、家庭での育児が困

難なお子さん 

 

対　象（定員６名）


